
各種相談
掲載期間:7月1日～8月7日
相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

〇それぞれ専門の相談員が対応します｡
〇場合により変更または中止となることがあります｡
〇上段の表でファクスの記載がない場合､　 981･5392になります｡
〇その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡

○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342－8501(住所不要)です。
○ファクスは、　共通と記載されている場合､市役所共通　　981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡
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相談種類 日　　　　時 場　　所 問合せ

町名地番変更のお知らせ
吉川中央地区の町名・地番が変わりますお知らせ

吉川市が発表する避難情報が変わります
お知らせ

庶務課☎982･9458

収納課☎982･5113

国保年金課☎982･5117
おあしす

児童館

おあしす

美南小
吉川小
子育て支援課
児童館
おあしす
子育て支援課
第一保育所☎･　982･0259
第二保育所☎982･5300､　982･5647
子育て支援センター☎984･6377､　984･6378
少年センター☎981･3864､　981･3863
東中☎982･0055､　982･0258
南中☎981･8749､　982･1469
中央中☎983･2668､　982･0236
吉川中☎940･5887､　984･7340
障がい者相談支援センターすずらん
☎981･8510､　999･6854
第1包括☎984･4766､　981･8719
第2包括☎981･5811､　981･1144
第3包括☎981･7158､　984･6366
配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
☎982･5968
消費生活センター(商工課) ☎982･9697
消費者ホットライン☎188
商工課☎982･9697
メール相談は吉川市　就職活動相談　 検索

地域福祉課☎982･9548

法　律
行　政
人　権
困りごと
税　務
納税(夜間)
納税(休日)
年　金
女性総合

子どもと家庭

ひとり親家庭

育　児

教　育

学校生活
(さわやか相談)

こころ
障がい

高齢者

DV

消費生活

就職活動

こころとくらしの
安心相談

市民参加推進課☎982･9685

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

毎週金午後1時20分～4時20分(要予約)
7月8日木午後1時30分～3時30分(要予約)
7月20日火午後1時30分～4時
7月1日木、8月5日木午後1時30分～3時30分
7月5日月､8月2日月午後1時30分～4時(要予約)
7月9日金･21日水午後5時～8時
8月1日日午前8時30分～午後5時
毎週水午前9時～午後4時(午後0時15分から1時除く)
7月12日月･26日月午後1時～4時
7月6日火･20日火､8月3日火
午前9時30分～11時30分
7月1日木、8月5日木午前9時30分～正午
7月15日木･29日木午後1時30分～4時
7月16日金午前9時30分～11時30分
7月16日金午後1時30分～3時30分
毎週月～金午前9時～午後4時(上記開催時除く)
7月21日水午前9時30分～11時30分
7月8日木午前9時30分～正午
毎週月～木午前9時～午後4時(児童館･おあしす開催時除く)

毎週月～金午前9時～午後4時

毎週月～金午前9時～午後5時

毎週月～金午前10時30分～午後4時30分

毎週月～金午前9時～午後6時
※相談員不在時は転送電話対応｡

毎週月～金午前8時30分～午後5時(予約優先)
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる｡

毎週月～金午前9時～午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう｡
毎週月火木金午前10時～午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)
毎月第1･3水午前10時～午後2時受け付け(予約優先)
(正午から午後1時除く)

毎週月～金午前10時～午後4時(要予約)

相談種類 名　称 問合せ
【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】

新型コロナウイルスに関して

労働問題(解雇･雇止めなど)

心の健康について

さまざまな悩みの相談

県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
特別労働相談窓口
埼玉新卒応援ハローワーク
働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト「こころの耳」
よりそいホットライン
SNS相談(LINE､Twitter､Facebook､チャットなど)

☎0570･783･770､　048･830･4808
☎048･600･6262
☎048･650･2234､　048･650･1144
☎0120･565･455
☎0120･279･338､　0120･773･776
厚生労働省ホームページに記載

変更日
令和3年8月7日土

対象地区　　
大字平沼､大字吉川､大字関､大字中井の各一部

変更後の町名
中央一丁目､中央二丁目､中央三丁目

町名地番変更のお知らせを発送しています
　市では､該当地区内にお住まいの方々や､事業所な
どを対象に､町名地番変更に関する通知や必要な手続
きなどの詳細を順次発送しています｡
　なお､実際の住所変更の手続きについては､住所変
更後の令和3年8月7日土以降となりますのでご注意く
ださい｡詳細につきましては｢住所変更のしおり｣を参照
ください｡(順次発送中)

警戒レベル5を｢緊急安全確保｣に変更
　災害が発生または切迫し､避難が安全にできない
と考えられる場合､自宅の2階や近隣の建物などに直
ちに身の安全を確保するように促す避難情報として､
警戒レベル5の｢緊急安全確保｣を位置づけました｡
警戒レベル4を｢避難指示｣に一本化 
　避難のタイミングを明確にするため､避難勧告を廃止
し､避難指示に一本化しました｡以前の避難勧告発令の
タイミングで警戒レベル4の｢避難指示｣を発令します｡
警戒レベル3を｢高齢者等避難｣に変更 
　避難に時間を要する高齢者などに避難を早期に
促すため､警戒レベル3の名称を｢高齢者等避難｣に
変更しました｡

問合せ:庶務課☎982･9572､　共通

問合せ:危機管理課☎982･9471､　共通

　越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業の換地処分により､事業区域の町名､地番が変更されます｡
これに伴い､該当地区の住所も変更されます｡

　近年頻発する自然災害に対して災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的に災害対策基本
法が改正され､令和3年5月20日から避難情報が変更されました｡これに伴い吉川市でも災害時に発
令する避難情報を次のとおり変更しました｡詳細は市ホームページでご確認ください｡　
　また､どの段階でどのような避難行動をとるか､家族や地域の方と事前に話し合っておきましょう｡避難先では医
療品､水や食料などの必要なものが手に入るとは限りません｡普段から避難する際の装備や持ち出し品を確認し､
持病や障がいのある方は予備の治療薬の確保や対処方法についてかかりつけ医などに相談しておきましょう｡
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